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堺市健康福祉局福祉推進部

事業者指導室長

通所 介 護 事 業 所

通所 リハ ビ リテ ー シ ョン事 業所 各 位

通所 介 護及 び 適所 リハ ビ リテー シ ョンに係 る取扱 い につ いて（通 知）

平 素 は介護保 険事 業 に格別 の ご高配 を賜 り、厚 くお礼 申 し上 げます 。

さて、先 日会 計検 査 院 に よる介護 給 付 費 の検 査 が大 阪府 下 の施 設 等 にお い て実 施 され ま した 。そ の結

果、次 の よ うに改善 すべ き点 が見 られ ま したの で 、各事 業所 にお かれ ま して も再度 事 業 内容 を点 検 いた

だき、適 正な運 営 に努 めて いた だ き ます よ う、 よ ろ し くお願 いい た します 。

記

＜ 検 査結 果 の概 要 （適 所 介護 及 び通 所 リハ ビ リテー シ ョン） ＞

サ ー ビス提 供記 録 等 にサ ー ビス の 開始 時 間、終 了時 間の記 載 が な く、実 際 のサー ビス提 供 時 間 と請 求

区分 （所要時間 6 時間以上 8 時間未満 等）が整合 しているか確認できない。 また、適所介護計画又 は

適所 リハ ビ リテー シ ョン計 画 （以 下 「通所 サ ー ビス計 画」 とい う。） に も予 定 時 間の 記載 がな い。

理 美容 サ ー ビス を提供 した利 用者 につ い て所 要 時 間等 の記 載 が な く、理 美容 に要 した時 間 を差 し引 い

て請 求 して い るか確認 で きな い。

＜ 改善指導の概要 ＞

1 ．通所 サ ー ビス 計画 につい て

サー ビス提供 の 予定 曜 日、予定 時 間等 を記 載 して くだ さい。 また 、具体 的 な サー ビス の 内容 等 を記載

するよ うに して くだ さい。（「指 定居 宅サ ー ビス等 の事 業 の 人員 、設備 及 び 運 営 に関 す る基 準」 第 99 条

第1 項 （通所 介護 ）及 び 第 115 条 第 1 項 （適所 リハ ビ リテ ー シ ョン） 参照 ）

2 ．サー ビス提供記録 について

利 用 者 毎 にサー ビス提 供 の 開始 時刻・ 終 了時 刻 が わか る よ うに記 載 して くだ さい。 また 、予定 時 間 と

異な る時 間 に来 所 、退 所 した 場合 、延 長 サー ビス を受 け た場 合 、理 美 容 サー ビス を受 けた場 合 な ど、突



発的な事 項 につ い ては そ の時刻 や 内容 を特記 して くだ さい。 また 、突発 的 な事項 に よ り当 日のプ ロ グラ

ムが変 更 され る場合 は 、そ の変 更 内容 が わ か る よ うに して お い て くだ さい 。（「指 定 居 宅サ ー ビス等 の事

業の人員、設備及び運営に関す る基準」第 104 条の 2 第 2 項 第 2 号 （通所介護）及び第 118 条の 2 第 2

項第 2 号 （適所 リハ ビ リテー シ ョン）参 照 ）

3 ．理美容 について

理美 容 を行 った利 用 者 につ い て は所 要 時 間 を差 し引い た 時 間 で請 求 を行 って くだ さい 。ま た 、サ ー ビ

ス提供 記 録 に理 美容 に要 した 時 間や プ ロ グ ラム の変 更 内容 が わ か る よ うに してお い て くだ さい。（下記

＜ 参考資料 ＞参照）

＜ 参考資料 ＞ 平成 1 4 年 5 月 1 7 日介護保 険最新情報 Vol．127

デイサ ー ビスセ ン ター等 の通所 サ ー ビスの 提供 場所 にお いて 、通 所 サ ー ビスに付 随 して理美 容 サ ー ビス

を提 供 す るこ とは 可能 か ？

理美容 サー ビス は、介 護保 険 に よる適所 サ ー ビスに は含 まれ ない が 、デイ サー ビス セ ン ター 等 にお い

て、適 所 サー ビス とは別 に、利 用 者 の 自己負担 に よ り理 美容 サ ー ビス を受 け る こ とは 問題 な い。そ の際 、

利用 者 に必 要な もの と して 当 初 か ら予 定 され て い る適 所 サ ー ビス の提 供 プ ログ ラム 等 に影 響 しな い よ

う配慮 が必要 で あ る。

なお、適所サー ビスの提供時間帯 には、理美容サー ビスに要 した時間は含 まれない。

デイ サー ビスセ ンター等 におい て理 美 容 サー ビス を受 け る時 間帯 は 、適 所 サー ビス 開始 前又 は終 了 後 に

限られ る の か ？

通所サー ビスについては、利用者 ごとの適所介護計画等に基づき、利用者のニーズに応 じた適正 なサ

ービス 提供 が な され る こ とが必 要 で あ り、適 所 サー ビス との 区分 が 明確 で あれ ば、必 ず し も開始 前又 は

終了後 に 限 る必 要 は ない。

この場合 、適所 サ ー ビス とそれ 以 外 のサ ー ビス の 区分 が 明確 にな され た 適 所 サー ビス計 画 につ い て、

本人 に対す る説 明 と了解 を得 て い る こ と、適所 サ ー ビス の利 用 料 とは別 に 費用 請求 が お こな われ て い る

こ と が 必 要 で あ る 。
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